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までに配布しますひとりで悩まずご相談ください

函 館 い き い き ラ イ フ

世 帯 数

　１4２,３89世帯 　　　（３90減）

人 口
　総数　２６0,１７4人 （１,５１１減）
　男性　１１8,２09人　　 （849減）
　女性　１4１,9６５人　　 （６６２減）

　平成３0年 ３ 月末現在
　（　）内は前月比

　国が実施する統計調査に従事
する「統計調査員」従事希望者
を随時募集・登録しています。
　詳しくは総務課統計担当にお
問合せください。

　製造業の事業所を対象に、 ５
月中旬から調査員が訪問します
ので、ご協力をお願いします。
お問合せ　総務課統計担当
　　　　　☎２１-３６５１

人　口　と　世　帯

統 計 調 査 員 を
募 集 し て い ま す
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■くらし安心110番　
　くらしに関する総合的なご相談は　
　くらし安心課  
　☎２１-３１１0（さぁひゃくとおばん）
　開設日時　月～金曜日
　　　　　　午前 8 時4５分～午後 ５ 時半
　
■借金問題専用相談ダイヤル
　借金（多重債務）問題のご相談は
　くらし安心課　☎２１-３１６0（さいむゼロ）
　開設日時　月～金曜日
　　　　　　午前 8 時4５分～午後 ５ 時半

■市民特別相談受付（予約制）　
　法律など専門家の助言を求めたいときは
　くらし安心課　☎２１-３１３６　

■消費生活センター
　悪徳商法など消費者トラブルのご相談は
　消費生活センター（棒二森屋 ６ 階）
　☎２６-4６4６
　開設時間　午前１0時～午後 4 時
　　（日・祝日は午前１１時～午後 4 時）

■DV・虐待・離婚相談
　働く女性の悩み相談 ※面談は予約制
　開設日時   火・木曜日 午前１0時～午後 ３ 時
　　　　　   水・金曜日 午後 ６ 時半～ 8 時半
　開設場所・お申込み・問合せ　
　　女性センター　☎２３-4１88
　
■家庭生活に関する電話相談
　開設日時   月・金曜日 午前１0時～午後 ３ 時
　　　　　   火・木曜日 午後 ６ 時半～ 8 時半
　開設場所・お申込み・問合せ　
　　女性センター　☎２３-4１88　

広報市政はこだては環境
に配慮した植物性インキを
使用しています

函 館 市 の
都 市 宣 言

■いのちのホットライン
　「人間関係や健康のことなど悩みがある」
　「死にたいと考えることがある」
　「誰かに話を聞いて欲しい」
　このようなときはお電話ください。
　☎３２-１５48
　開設日時　月・金曜日 
　　　　　　午後 ５ 時半～ 8 時半

■弁護士による専門相談（予約制）
　　判断能力に不安のある高齢者や障がい
　のある方の生活・財産管理に関する困り
　ごとの相談に応じます。
　開設日時　第 ２ 水曜日  午後 １ 時～ ３ 時
　開設場所・お申込み・問合せ　
　　成年後見センター（あいよる２１内）
　☎２３-２６00

■被害者相談室
　　犯罪や交通事故等の被害にあった方や
　その家族のための電話相談に応じます。
　函館被害者相談室　☎4３-8７40
　開設日時　水曜日  午前１0時～午後 ３ 時
　※　警察の相談センター（☎５１-9１１0）　
　　では２4時間相談を受付けています。

　函館中央警察署では、
4 月１３日から道道赤川函館線と市道
美原学園通の交差点角地に美原交番

（美原 ２ 丁目３8番☎4６-３004）を新設し、
これに伴い赤川交番と鍛神交番を廃止
しました。

美原交番が新設
されました

安全 都 市宣言（昭和36 年3月6日制定）・国際観 光都 市宣言（平成 元 年 8月1日制定）
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http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020600230/

